
16広報せたな

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
        

北
檜
山
職
業
相
談
室
で

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

雇
用
保
険
受
給
手
続
か
ら
認

定
・
給
付
ま
で
、
ご
本
人
の
申
し

出
に
よ
り
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

で
受
付
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
・
北
檜

山
職
業
相
談
室
へ
の
１
月
の
職

員
派
遣
日
は
次
の
と
お
り
で

す
。
大
成
区
の
方
の
管
轄
は
江

差
出
張
所
で
す
。

●
派
遣
日
時

・
１
月　

日
昌
９
時
～　

時

１３

１７

・
１
月　

日
昌
９
時
～　

時

２０

１７

問
合
せ　

北
檜
山
職
業
相
談
室

　

殺
０
１
３
７
・
８
４
・
５
７
２
４

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

　

殺
０
１
３
７
・
６
２
・
２
５
０
９

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
江
差

　

殺
０
１
３
９
・
５
２
・
０
１
７
８

ご
利
用
く
だ
さ
い　
  　
         

精
神
保
健
相
談
（
心
の
健
康

相
談
）
の
実
施
に
つ
い
て

　

八
雲
保
健
所
で
は
、
精
神
保

健
及
び
同
障
が
い
者
福
祉
に
関

す
る
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
相

談
は
、
事
前
予
約
制
で
す
。

●
日
時
／
１
月　

日
昭

１４

　

午
後
１
時　

分
～
３
時

３０

●
場
所
／
八
雲
保
健
所
今
金
支
所

●
相
談
員
／
精
神
科
医
師
又
は

心
理
相
談
員

問
合
せ　

八
雲
保
健
所
健
康
推
進
課

　

殺
０
１
３
７
・
６
３
・
２
１
６
８

一
人
で
悩
ま
ず
に　
　
　
        

多
重
債
務
巡
回
相
談     

       
（
無
料
）
を
実
施

　

北
海
道
財
務
局
で
は
、
自
ら

の
収
入
で
返
済
し
き
れ
な
い
ほ

ど
の
借
金
を
抱
え
お
悩
み
の

方
々
か
ら
の
相
談
を
受
付
け
、

相
談
者
の
抱
え
る
借
金
の
状
況

等
を
お
聞
き
し
、
必
要
に
応
じ

弁
護
士
・
司
法
書
士
な
ど
の
法

律
専
門
家
へ
の
引
継
ぎ
を
行

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
度
、
次
の
日
程
で
巡
回

相
談
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
事

前
に
電
話
で
ご
予
約
の
う
え
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

当
日
、
都
合
の
つ
か
な
い
方

に
も
、
常
時
相
談
を
受
付
け
て

お
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。（
相
談
料
無

料
・
秘
密
厳
守
）

●
日
時

・
１
月　

日
昇　

時
～　

時

１９

１４

１７

・
１
月　

日
昌
９
時
～　

時

２０

１７

・
１
月　

日
昭
９
時
～　

時

２１

１２

●
会
場
／
檜
山
支
庁
庁
舎

問
合
せ　

北
海
道
財
務
局

　
　
　

多
重
債
務
者
相
談
窓
口

　

殺
０
１
１
・
８
０
７
・
５
１
４
４

「
北
方
領
土
の
日
」　
  　
         

「
北
方
領
土
の
日
」
特
別

啓
発
期
間
で
す
。

　

２
月
７
日
の
「
北
方
領
土
の

日
」
を
中
心
に
、
北
海
道
独
自
の

取
り
組
み
と
し
て
、
北
方
領
土

返
還
要
求
運
動
の
啓
発
活
動
を

展
開
し
ま
す
。

●
啓
発
期
間　

１
月　

日
～

２１

　
　
　
　
　
　
　
　

２
月　

日
２０

問
合
せ　

総
務
課
総
務
係

　

殺
０
１
３
７
・
８
４
・
５
１
１
１

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す           

２
０
１
０
年
世
界
農
林
業

セ
ン
サ
ス
始
ま
り
ま
す

　

農
業
や
林
業
を
行
っ
て
い
る

農
家
・
林
家
や
法
人
な
ど
を
対
象

（
山
林
を
所
有
し
て
い
る
一
般
の

方
も
対
象
と
な
り
ま
す
）
と
し
た

調
査
で
す
。

　

国
や
地
方
自

治
体
の
農
林
行

政
の
企
画
・
立

案
や
各
種
統
計

調
査
な
ど
の
基

礎
と
な
る
大
切

な
調
査
で
す
の

で
、
統
計
調
査

員
が
訪
問
し
た

際
に
は
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま

す
。

問
合
せ　

政
策
調
整
課
広
報
統
計
係

　

殺
０
１
３
７
・
８
４
・
５
１
１
１

ご
存
知
で
す
か　
　
  　
         

農
地
の
相
続
は
届
け
出

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

農
地
法
の
改
正
に
よ
り
、
相

続
に
よ
っ
て
農
地
を
取
得
し
た

人
は
、
農
地
の
あ
る
農
業
委
員

会
に
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

問
合
せ　

せ
た
な
町
農
業
委
員
会

　

殺
０
１
３
７
・
８
４
・
５
１
１
１

善
意
に
感
謝
し
ま
す　
　
  　
 

●
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
と
し
て

金
一
封

・
朝
日
山
利
秋　

様
（
東
京
都
）

●
養
護
老
人
ホ
ー
ム
三
杉
荘
へ

金
一
封

・
坂
東　

秀
夫　

様
（
札
幌
市
）
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戸籍の窓口
（１１月１日～１１月３０日届出）

　この欄に掲載をしている方は、本人または
ご家族の了解を得ています。

人口と世帯

１１月末現在（前月比）

（－25）9,979人人 口

（－17）4,721人男

（－  8）5,258人女

（－  9）4,610世帯世 帯

お誕生おめでとう 　　　　

○高橋　 主真  くん　　（真一）　  都
か ず ま

○名取　 蒼生  くん　　（雅仁）本町６区
あ お い

ご結婚おめでとう　　 　　

　鈴木　裕也さん　　　富　里

　大友　美朋さん　　　八雲町

　阿部　聖之さん　　　丹　羽

　中島　舞姫さん　　　函館市

　柳谷　圭祐さん　　　北檜山

　大松さやかさん　　　豊　岡

　田中　　翔さん　　　岩見沢市

　松田　　史さん　　　北檜山

　木津谷　崇さん　　　太　櫓

　南谷　久子さん　　　上　浦

　田中　朋信さん　　　今金町

　吉見　実佳さん 　　本　陣

おくやみ申し上げます 　　

○石川　力夫 さん　（74歳）丹　羽

○平川　定雄 さん　（79歳）北檜山

○石橋　良一 さん　（76歳）北檜山

○川村　瑞枝 さん（102歳）二　俣

○坂東キクヱ さん　（97歳）豊　岡

○伊勢　兼勝 さん　（81歳）徳　島

○阿部　　弘 さん　（88歳）東丹羽

○奥井　幸子 さん　（58歳）本町３区

○小川　昭司 さん　（82歳）北島歌

○輪島　猛雄 さん　（78歳）　  都

○西村ミツヱ さん　（92歳）上　浦

○桃井記代子 さん　（74歳）久　遠

灼

灼

年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

■問い合わせ先／函館社会保険事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
・本庁町民児童課戸籍年金係 [担当/尾野] 殺 0137-84-5111（内線１１３7）
・瀬棚総合支所総務税務課戸籍年金係 [担当/竹内] 殺 0137-87-3311（内線3115）
・大成総合支所町民福祉課戸籍年金係 [担当/萩原] 殺 01398-4-5511（内線２１５８）

老齢基礎年金
繰り上げ支給・繰り下げ支給

　老齢基礎年金は、原則として６５歳から受けられますが、希望す
れば６０歳以後いつからでも受けられます。ただし６４歳以前から受
けると減額され、６６歳以後から受ける場合は増額されることにな
り、一度、減額・増額された支給率は生涯変わりません。
なお、それぞれの支給には制限がありますので、詳細は役場へお
問い合わせ下さい。

▼昭和１６年４月２日以後生まれの繰り上げ・繰り下げ支給率(％)

▼昭和１６年４月２日以後生まれの年齢別累計表

　●納付済期間が40年の満額支給の例で、100円未満については端数調整の

　　ため誤差が生じる場合があります。

灼

灼

灼

灼

9ヶ月6ヶ月3ヶ月0ヶ月

74.573  71.5７０  ６０歳

92.591  89.5８８  ６３歳

100  100  100  １００  ６５歳

131.5129.4127.3１２５.2６８歳

142  142  142  142  ７０歳

●月数に応じて支給率が変わります。

１ヶ月繰り上げる毎に「0.5％」減額

１ヶ月繰り下げる毎に「0.7％」増額

70歳以後の支給率は変わりません

70歳から68歳から65歳から63歳から60歳から

0円0円0円0円554,500円６０歳

0円0円0円697,000円2,218,000円６３歳

0円0円792,100円2,091,000円3,327,000円６５歳

0円991,700円3,168,400円4,182,000円4,990,500円６８歳

1,124,800円2,975,100円4,752,600円5,576,000円6,099,500円７０歳

3,374,400円4,958,500円6,336,800円6,970,000円7,208,500円７２歳

6,748,800円7,933,600円8,713,100円9,061,000円8,872,000円７５歳

年
齢
別
累
計
額

さくらます船釣りライセンス制の
　　　　　　　　　　実施について
　実施海域において実施期間中に、さくら

ますの船釣りを行おうとする方は、ライセ

ンスを取得しなければなりません外

●実施海域　檜山管内沖合海域

●実施期間　１月２０日から５月３１日まで

■問い合わせ先／

　檜山海区漁業調整委員会　殺 0139-52-6556
　檜山管内さくらます船釣りライセンス実施協議会（ひやま漁業内）
　　殺 0139-62-3300（及びひやま漁業管内各支所）


